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『
醒
世
姻
縁
伝
」
に
描
か
れ
た
妻
妾
た
ち

｜
｜
計
氏
と
珍
奇
の
場
合
｜
｜

〆’画、、

____. 

、h，〆

池
田

麻
希
子

は
じ
め
に

長
編
白
話
小
説
『
醒
世
姻
縁
伝
』
は
、
そ
の
作
者
西
周
生
の
実
名
、
及
び
正
確
な
成
書
年
代
が
明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
清
初
の
順
治

十
八
年
（
一
六
六
二
頃
ま
で
に
完
成
し
、
康
照
二O
年
（
一
六
八
こ
に
は
蘇
州
で
刊
刻
さ
れ
た
と
推
測
さ
札

μ。

物
語
は
明
の
正
統
年
聞
か
ら
成
化
年
間
（
一
四
三
六
1

一
四
八
七
）
の
山
東
を
主
要
な
舞
台
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
明
清
交
代
期
を

(2
) 

挟
む
明
の
崇
禎
年
聞
か
ら
、
清
の
順
治
年
開
始
め
に
当
た
る
明
末
清
初
の
社
会
が
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
書
は
、
稀
代
の
惇
婦
と
恐
妻
家
を
描
い
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
妻
を
扱
っ
た
文
学
作
品
が
、
明
末
清
初
に
か
け
て
特

(3
) 

に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
当
時
の
異
民
族
支
配
と
の
関
連
も
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

(4
) 

い
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
こ
で
は
よ
り
狭
い
枠
組
み
で
あ
る
家
庭
の
中
か
ら
、
こ
の
時
代
に
惇
婦
が
生
み
だ
さ
れ
た
背
景
を
探
っ
て
い
こ

う
と
思
う
。
当
時
の
一
夫
一
妻
多
妾
制
の
も
と
で
、
夫
を
め
ぐ
る
正
妻
と
妾
た
ち
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
『
醒
世
姻

-41-(202) 



縁
伝
』
に
描
か
れ
た
妻
妾
た
ち
を
通
し
て
、
概
観
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
、
作
中
第
一
1

十
一
回
に
み
え
る
、
晃
源
の
正
妻
で
あ
る
計
氏

と
妾
の
珍
寄
と
の
確
執
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(5
) 

ま
ず
、
明
末
清
初
に
お
け
る
婚
姻
制
度
の
基
本
的
状
況
を
、
法
律
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

(6
) 

当
時
、
男
性
側
の
社
会
的
地
位
、
年
齢
等
の
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
の
、
妾
を
複
数
妻
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

P

妻
H

は
唯
一
人
と
さ
れ
て
い
た
。
「
大
明
律
』
「
妻
妾
失
序
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

(7
) 

も
し
妻
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
妻
を
妻
る
者
は
、
杖
九
十
の
上
、
（
後
に
委
っ
た
方
を
）
離
別
す
る
こ
と
。

(8
) 

妻
が
唯
一
人
と
さ
れ
る
の
は
、
嫡
出
の
長
男
を
後
嗣
と
す
る
中
国
の
家
族
制
度
上
、
嫡
庶
の
乱
れ
に
よ
る
後
継
者
問
題
が
起
こ
る
の
を
防

ぐ
た
め
で
あ
ろ
う
。
『
大
明
律
』
の
同
じ
項
に
、
妻
妾
の
序
列
を
乱
さ
ぬ
よ
う
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

妻
を
以
て
妾
と
す
る
者
は
、
杖
一
百
。
妻
が
存
命
の
内
に
、
妾
を
以
て
妻
と
す
る
者
は
、
杖
九
十
。
妻
妾
共
々
元
の
身
分
通
り
（
妻

は
妻
、
妾
は
妾
）
に
改
め
る
こ
と
。

妻
妾
の
序
列
は
こ
の
よ
う
に
厳
然
と
定
め
ら
れ
、
乱
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
身
分
差
は
、
刑
法
上
か
ら
も
読
み
と
れ

る

妻
が
夫
を
殴
っ
た
場
合
は
杖
一
百
。
〔
：
：
：
〕
折
傷
以
上
に
至
れ
ば
、
傷
の
軽
重
に
従
っ
て
、一
般
人
を
折
傷
し
た
場
合
に
更
に
罪

三
等
を
加
え
る
。
も
し
夫
が
篤
疾
に
至
れ
ば
絞
罪
、
死
亡
さ
せ
た
場
合
は
斬
罪
、
故
意
に
殺
害
し
た
場
合
は
凌
遅
刑
に
処
す
。
も
し
妾

が
夫
及
び
正
妻
を
殴
っ
た
場
合
は
、
妻
が
夫
を
殴
っ
た
場
合
に
、
更
に
罪
一
等
を
加
え
る
。
〔
：
：
：
〕
夫
が
妻
を
殴
っ
た
場
合
、
折
傷 (201) -42-



に
至
ら
な
け
れ
ば
罪
を
問
わ
な
い
。
折
傷
以
上
に
至
れ
ば
、
一
般
人
を
殴
っ
た
場
合
よ
り
罪
二
等
を
減
じ
る
。
〔
：
：
：
〕
死
亡
さ
せ
た

場
合
は
絞
罪
に
処
す
。
夫
が
妾
を
殴
傷
し
て
折
傷
以
上
に
至
れ
ば
、
夫
が
妻
を
殴
傷
し
た
場
合
よ
り
罪
二
等
を
減
じ
る
。
死
亡
さ
せ
た

場
合
は
、
杖
一
百
、
懲
役
三
年
に
処
す
。
妻
が
妾
を
殴
傷
し
た
場
合
の
罪
は
、
夫
が
妻
を
殴
っ
た
場
合
と
同
様
に
処
す
。

こ
の
よ
う
に
、
刑
法
上
で
は
、
妾
が
妻
よ
り
も
低
い
地
位
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
正
妻
さ
え
も
夫
に
と
っ
て
、

一
般
人
よ
り
低
い
存
在

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
夫
l

妻
l

妾
、
と
い
う
厳
格
な
序
列
が
こ
こ
か
ら
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
法
律
上
、
妻
妾
の
地
位
は
厳
然
と
区
別
さ
れ
、
序
列
を
乱
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

『
醒
世
姻
縁
伝
』
で
は
、
冒
頭
か
ら
正
妻
の
置
か
れ
た
苦
し
い
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。

華
亭
県
知
県
の
晃
思
孝
の
息
子
、
晃
源
は
妓
女
の
珍
帯
を
銀
八
百
両
で
落
籍
し
て
妾
と
す
る
。
晃
源
は
彼
女
と
共
に
屋
敷
の
別
棟
に
住

み
、
正
妻
の
計
氏
が
暮
ら
す
奥
の
棟
に
は
足
を
向
け
な
い
。
や
が
て
計
氏
は
そ
の
日
の
米
や
薪
に
も
こ
と
欠
く
有
様
に
な
っ
て
い
く
。

あ
る
日
、
晃
源
は
珍
豆
町
共
々
、
友
人
た
ち
を
大
勢
引
き
連
れ
て
、
荘
園
に
狩
り
に
出
か
け
る
。
そ
の
様
子
を
腹
立
た
し
い
思
い
で
見
て
い

た
計
氏
に
、
近
所
の
女
た
ち
が
声
を
か
け
る
。
高
四
娘
と
い
う
女
が
次
の
よ
う
に
意
見
す
る
。

「
晃
の
奥
様
、
あ
な
た
は
賢
い
人
で
す
。
ま
あ
お
聞
き
な
さ
い
、
腹
を
立
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
も
し
あ
な
た
が
規
律
を
持
ち
出
さ

ず
、
日
一
那
様
が
で
た
ら
め
を
や
る
の
に
任
せ
て
い
た
ら
、
家
が
た
ち
ゆ
き
ま
せ
ん
よ
。
〔
：
：
：
〕
う
ち
の
人
が
昔
、
い
い
暮
ら
し
を
し

て
い
た
時
、
妾
を
あ
り
っ
た
け
の
服
で
着
飾
ら
せ
て
や
っ
て
も
、
私
は
ち
っ
と
も
腹
を
立
て
な
か
っ
た
し
、
妾
と
寝
る
と
い
う
な
ら
、

一
晩
だ
っ
て
二
晩
だ
っ
て
、
た
と
え
十
目
だ
っ
て
焼
き
餅
を
焼
い
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
け
ど
う
ち
の
忘
八
や
淫
婦
が
や
り
た
い

-43 一(200) 



（
日
）

放
題
、
勝
手
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
、
絶
対
に
許
し
ま
せ
ん
で
し
た
よ
」
（
第
二
回
）

(199) 

（
ロ
）

高
四
捜
は
「
原
則
的
に
正
妻
の
利
益
が
侵
犯
さ
れ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
夫
の
心
が
他
に
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
態
度
を
と
っ
て

（
日
）

い
る
。
こ
こ
で
我
々
は
『
醒
世
姻
縁
伝
』
に
先
立
つ
『
金
瓶
梅
』
で
の
呉
月
娘
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
西
門
慶
の

正
妻
で
あ
る
彼
女
は
五
人
の
妾
の
上
に
立
つ
存
在
だ
が
、
犬
家
族
の
中
で
女
性
同
士
の
い
ざ
こ
ざ
は
よ
く
起
こ
り
、
腹
を
立
て
き
せ
ら
れ
る

こ
と
も
多
い
。
し
か
し
周
囲
に
「
一
家
の
主
婦
は
下
水
の
費
、

い
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
胸
の
内
に
し
ま
っ
て
お
く
も
の
で
す
よ
」
（
第

五
一
回
）
「
奥
様
、
あ
な
た
は
一
家
の
主
婦
、
下
水
の
要
は
少
し
は
大
き
く
な
く
て
は
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
？
」
（
第
七
六
回
）
｜
｜
家
庭
を

切
り
盛
り
す
る
人
は
、
家
中
の
様
々
な
い
ざ
こ
ざ
を
全
て
一
身
に
収
め
る
も
の
だ
ー
ー
と
な
だ
め
ら
れ
る
と
、
腹
立
ち
を
ぐ
っ
と
胸
に
収

め
、
自
分
か
ら
騒
ぎ
を
大
き
く
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
だ
が
、
妾
の
潜
金
蓮
の
振
る
舞
い
が
分
を
越
え
る
よ
う
な
場
合
は
許
さ
な
い

（
比
）

（
第
七
五
回
）
。
西
門
慶
も
、
呉
月
娘
に
は
一
目
置
い
て
い
る
。
高
四
捜
の
夫
も
、
正
妻
で
あ
る
彼
女
の
思
威
兼
ね
備
え
た
態
度
の
前
に
は
、

-44 一

そ
う
そ
う
勝
手
な
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
近
所
の
別
の
女
が
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
計
氏
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
高
四
捜
た
ち
の
想
像
以
上
に
厳
し
い
。
彼
女
は
た
だ
寵
愛
を
失
っ
た
だ
け
で
な
く
、
夫
か
ら

正
妻
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
も
い
な
い
。
正
月
を
迎
え
て
も
、
彼
女
の
部
屋
の
様
子
は
惨
め
で
あ
る
。

さ
て
計
氏
は
以
前
か
ら
使
っ
て
い
る
何
人
か
の
小
間
使
い
や
女
中
た
ち
を
つ
れ
て
、
奥
棟
で
孤
独
に
暮
ら
し
て
い
た
。
年
の
暮
れ
に

な
っ
て
も
、
計
氏
は
晃
大
舎
の
所
へ
頭
を
下
げ
て
物
を
貰
い
に
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
し
、
晃
大
舎
も
年
越
し
の
物
を
少
し
も
奥
の
計

氏
の
所
へ
送
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
の
で
、
本
当
に
何
一
つ
無
か
っ
た
。
女
中
た
ち
は
、
表
の
珍
寄
の
所
で
は
大
賑
わ
い
な
の
に
、
奥
の

計
氏
の
所
で
は
、
主
従
そ
ろ
っ
て
マ
ン
ト
ウ
の
皮
や
ギ
ョ
ウ
ザ
の
皮
さ
え
、
夢
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
有
様
な
の
で
、
ふ
く
れ
つ

（
日
）

面
し
て
柄
杓
を
放
り
、
お
玉
を
投
げ
つ
け
、
溜
め
息
を
つ
い
て
恨
み
言
を
言
い
合
っ
て
い
る
。
（
第
三
回
）



付
い
た
主
人
が
悪
か
っ
た
、
と
女
中
た
ち
に
ま
で
聞
こ
え
よ
が
し
に
嫌
み
を
言
わ
れ
、
計
氏
は
腹
立
た
し
く
も
あ
り
、
悲
し
く
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
計
氏
に
残
っ
て
い
る
の
は
自
分
自
身
の
正
妻
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
プ
ラ
イ
ド
さ
え
も

傷
つ
け
ら
れ
る
事
件
が
起
き
る
。

正
月
十
六
日
の
夜
に
な
っ
て
、
計
氏
の
も
と
へ
珍
寄
か
ら
元
宵
節
の
お
祝
い
に
と
、
重
詰
め
と
酒
が
届
け
ら
れ
る
。
実
は
晃
源
が
気
を
回

し
て
用
意
さ
せ
た
物
だ
っ
た
が
、
そ
う
と
は
知
ら
な
い
計
氏
は
、
真
っ
赤
に
な
っ
て
怒
り
出
す
。

「
恥
知
ら
ず
の
淫
婦
！

お
前
は
私
の
天
を
戴
き
、
私
の
地
を
踏
み
つ
け
、
私
の
夫
を
独
り
占
め
し
て
お
き
な
が
ら
、
私
に
お
節
句

（
国
）

っ
て
も
の
じ
ゃ
な
い
の
！
」
（
第
三
回
）

を
祝
う
よ
う
に
、
と
物
を
く
だ
さ
る
の
ね
！
こ
れ
じ
ゃ
、
鼻
水
が
上
へ
流
れ
る
、

ま
る
で
正
妻
が
妾
に
対
す
る
よ
う
な
珍
寄
の
や
り
方
に
、
計
氏
は
「
本
末
転
倒
だ
」
と
、
怒
り
を
隠
せ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
彼
女
の
家

庭
内
で
の
地
位
は
完
全
に
逆
転
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

き
て
、
晃
源
の
両
親
は
知
州
と
な
っ
て
通
州
に
昇
任
し
た
後
、
息
子
が
娼
妓
を
妾
と
し
て
納
れ
た
こ
と
を
知
る
。
晃
夫
人
は
嫁
の
心
情
を

慮
っ
て
、
召
使
い
に
計
氏
へ
の
お
金
や
反
物
を
託
し
、
言
伝
す
る
。

あ
の
子
は
も
う
妾
を
家
に
納
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
世
間
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
だ
け
ど
、
当
初
あ
な
た
が
自
分
の

考
え
を
し
っ
か
り
持
っ
て
、
何
と
し
て
も
妾
を
納
れ
る
の
を
許
さ
な
け
れ
ば
、
あ
の
子
も
あ
き
ら
め
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
と
も
と

調
子
を
合
わ
せ
て
、
軽
々
し
く
あ
の
子
の
や
り
方
に
同
意
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
も
、
た
と
え
妾
を
納
れ
る
に
し
て

も
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
家
の
娘
さ
ん
な
ら
良
か
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
ま
た
、
舞
台
に
立
っ
て
い
た
役
者
な
ん
ぞ
を
委
っ
た
の
で
し
ょ

う
？
流
し
目
を
使
っ
た
り
し
て
、
全
く
も
っ
て
ま
っ
と
う
な
女
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
も
う
「
お
米
は
炊
き
あ
が
っ
て
し
ま

っ
た
」
し
、
「
お
豆
腐
は
灰
の
中
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
」
の
で
す
。
吹
け
ど
も
払
え
ど
も
灰
は
落
と
せ
ま
せ
ん
。
自
分
を
慰
め
、
度
量
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を
広
く
持
つ
し
か
な
い
の
で
す
。
つ
ま
ら
な
い
腹
立
ち
は
や
め
て
、
何
事
も
辛
抱
し
て
下
さ
い
。
私
が
家
に
帰
っ
た
ら
、
方
法
は
あ
る

（
口
）

の
で
す
か
ら
。
（
第
八
回
）

高
四
捜
同
様
、
晃
夫
人
も
、
あ
な
た
は
正
妻
な
の
だ
か
ら
、
起
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
我
慢
し
な
さ
い
、
と
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
る
。

「
主
婦
は
下
水
の
蔓
」
と
何
事
も
胸
に
収
め
て
我
慢
で
き
る
の
も
、
正
妻
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
し
か
し
今
の
計
氏
は
、

女
中
の
嫌
味
さ
え
も
、
聞
こ
え
な
い
振
り
を
し
て
や
り
過
ご
す
し
か
な
い
状
態
で
あ
る
。

一
方
、
珍
豆
町
は
晃
夫
人
の
計
氏
へ
の
言
伝
を
耳
に
し
て
深
く
恨
み
、
計
氏
を
完
全
に
追
い
落
と
す
機
会
を
窺
う
。
そ
し
て
、
あ
る
日
計
氏

の
部
屋
か
ら
尼
僧
と
道
姑
が
出
て
来
た
の
を
、
和
尚
、
道
士
と
密
通
し
た
と
騒
ぎ
立
て
る
。
晃
源
は
珍
寄
の
言
葉
が
嘘
だ
と
知
る
が
、
こ
の

機
会
を
利
用
し
て
計
氏
と
離
婚
す
る
事
を
決
め
て
し
ま
う
。

晃
源
は
早
速
計
氏
の
父
親
と
兄
を
呼
び
出
し
、
そ
の
旨
を
伝
え
る
。
作
中
に
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
時
晃

源
は
、
計
氏
が
「
七
出
（
離
婚
す
る
べ
き
七
つ
の
理
由
こ
の
う
ち
、
「
淫
侠
」
を
犯
し
た
と
い
う
理
由
を
持
ち
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
七
出
」
を
犯
し
た
場
合
、
妻
の
側
に
と
っ
て
救
済
措
置
と
な
り
う
る
「
三
不
去
（
離
婚
す
る
べ
き
で
な
い
三
つ
の
理
由
）
」
は
「
淫
侠
」
を

(mm
) 

犯
し
た
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、
計
氏
は
離
婚
を
言
い
渡
さ
れ
れ
ば
従
う
よ
り
ほ
か
無
い
。

計
氏
は
い
っ
そ
珍
寄
を
殺
し
て
夫
と
差
し
違
え
よ
う
か
と
考
え
る
が
、
死
に
遅
れ
て
捕
え
ら
れ
た
時
の
こ
と
を
思
う
と
、
そ
れ
も
で
き
な

い
。
か
と
い
っ
て
、
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
ま
ま
生
き
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
女
中
た
ち
は
「
奥
様
は
、
大
旦
那
様
と
大
奥
様
が
仲
人
を

立
て
て
、
正
式
に
旦
那
様
に
安
ら
れ
た
御
正
室
、
旦
那
様
の
上
に
は
、
ま
だ
大
旦
那
様
と
大
奥
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
誰
も
奥
様
を
離

(mm
) 

縁
さ
せ
た
り
な
ん
で
で
き
ま
せ
ん
よ
」
と
言
う
。
し
か
し
計
氏
は
晃
夫
妻
が
息
子
に
甘
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（
第
二
回
参
照
）
。
「
た
と
え

お
義
父
さ
ん
お
義
母
さ
ん
が
帰
っ
て
ら
し
て
も
、
私
を
雨
風
か
ら
守
っ
て
く
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
と
冷
静
に
判
断
し
て
い
る
。
追
い
込
ま
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れ
た
彼
女
に
は
、
抗
議
の
自
殺
に
よ
っ
て
無
実
を
訴
え
る
こ
と
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
計
氏
は
、
父
親
が
晃
家
に
彼
女
を
迎
え

に
来
る
前
に
、
首
を
く
く
っ
て
し
ま
う
。

後
に
計
氏
の
自
殺
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
が
行
わ
れ
た
時
、
彼
女
の
父
親
は
以
下
の
よ
う
に
訴
え
る
。

「
：
：
：
妾
を
納
れ
た
り
、
娼
妓
を
落
籍
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
は
申
し
ま
せ
ん
。
で
す
が
上
下
の
分
、
本
妻
と
妾
の
別
と
い
う
も
の

（
却
）

は
ご
ざ
い
ま
す
。
本
妻
と
妾
の
位
を
取
り
替
え
て
、
冠
を
足
に
履
き
、
靴
を
頭
に
載
っ
け
て
も
い
い
と
い
う
の
で
す
か
？
」
（
第
十
回
）

妻
妾
の
序
列
を
乱
さ
ぬ
よ
う
、
法
律
ま
で
制
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
人
の
寵
愛
の
庇
護
を
受
け
た
妾
の
地
位
が
、
正
妻
の

地
位
を
凌
ぎ
、
そ
の
命
を
奪
う
ま
で
に
発
展
し
て
し
ま
う
。
計
氏
が
こ
こ
ま
で
追
い
込
ま
れ
た
背
景
に
は
、
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
代
当
時
、
妾
を
妻
る
こ
と
が
法
律
上
、
許
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
注
（
6

）
で
引
い
た
よ
う
に
、
「
問
刑
僚
例
」

で
は
「
庶
民
は
四
十
歳
以
上
で
息
子
の
い
な
い
場
合
、
妾
を
一
人
妻
る
こ
と
を
許
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
も
定
め
ら

れ
て
い
た
。
「
大
明
律
』
「
妻
妾
失
序
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

（
幻
）

庶
民
は
年
四
十
歳
以
上
で
息
子
の
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
妾
を
安
る
こ
と
を
許
す
。
違
反
し
た
場
合
は
答
刑
四
十
回
。

『
大
明
律
」
は
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
に
正
式
に
頒
行
さ
れ
た
後
、
明
朝
が
滅
び
る
ま
で
の
ほ
ぼ
二
五0
年
間
、
律
文
が
改
訂
さ
れ

る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
明
末
当
時
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
項
は
当
然
施
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
続
く
清
代
、
明

律
を
承
け
て
順
治
四
年
（
一
六
四
七
）
に
成
立
し
た
「
大
清
律
集
解
附
例
』
は
、
こ
の
「
妻
妾
失
序
」
の
項
も
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し

明
滅
亡
よ
り
ほ
ぼ
百
年
後
に
な
る
乾
隆
五
年
（
一
七
四
O
）
の
改
訂
の
際
、
「
大
清
律
例
』
の
「
妻
妾
失
序
」
の
項
か
ら
、
こ
の
「
其
民
年
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四
十
以
上
無
子
者
、
方
聴
妻
妾
。
違
者
答
四
十
。
」
の
条
項
は
削
除
さ
れ
る
。
し
か
し
「
醒
世
姻
縁
伝
』
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
順
治
年

聞
に
は
、
ま
だ
律
文
の
中
に
存
在
し
て
い
た
の
で
、
明
代
同
様
に
施
行
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
醒
世
姻
縁
伝
』
中
に
は
、
こ
の
法
律
に
違
反
し
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
第
五
五
回
で
は
秋
希
陳
の
父
、
富

農
の
秋
宗
羽
が
二
四
両
で
十
八
歳
の
妾
を
買
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
秋
宗
羽
の
年
齢
は
六
三
歳
は
越
え
て
い
る
は
ず
だ
が
、
既
に
結
婚
し
て

い
る
十
九
歳
の
息
子
、
希
陳
が
い
る
。
法
律
に
照
ら
せ
ば
、
年
齢
は
と
も
か
く
、
既
に
息
子
が
い
る
の
で
法
律
違
反
で
あ
る
。
ま
た
、
第
五

四
回
で
は
、
ま
だ
三
十
歳
前
の
銀
細
工
師
が
、
既
に
一
男
一
女
を
も
う
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
納
妾
を
妻
に
持
ち
か
け
る
件
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
酵
素
組
の
父
辞
振
の
よ
う
に
、
子
供
が
い
な
い
た
め
に
、
五
二
歳
に
な
っ
て
よ
う
や
く
妾
を
一
人
納
れ
た
例
も
あ
る
。

こ
の
条
項
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
律
文
の
解
釈
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
大
明
律
集
解
附
例
』
（
寓
暦
年
間
）

の
注
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

も
し
四
十
歳
以
上
で
息
子
が
い
る
者
や
、
息
子
が
い
な
い
と
い
っ
て
も
年
齢
が
四
十
歳
未
満
の
者
が
、
法
律
に
反
し
て
妾
を
妻
っ
た

場
合
は
四
十
回
の
答
刑
に
処
す
。
思
う
に
、
も
し
ま
た
妻
を
妻
れ
ば
、
妻
は
配
偶
者
で
あ
る
か
ら
、
法
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
妾
を
安
る
こ
と
は
妻
妾
の
分
に
於
い
て
は
問
題
な
い
。
故
に
答
刑
に
処
す
る
に
留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
律
文
で
は
離
別
さ
せ
る
、

（
泣
）

と
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
妾
と
す
る
の
を
許
し
て
い
る
。
後
嗣
無
き
こ
と
を
重
く
見
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
刑
罰
は
科
せ
ら
れ
る
が
、
納
妾
は
可
能
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
納
妾
を
可
能
と
解
釈
す
る
拠
り
所
と
な
る
も
の
が
、
妻
妾
の

序
列
を
守
る
た
め
の
条
項
で
あ
っ
た
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
。

し
か
し
、
作
中
で
は
法
律
に
反
し
た
状
況
で
妾
を
妻
っ
た
者
で
、
実
際
に
答
刑
を
受
け
た
者
は
誰
も
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
醒
世
姻
縁

伝
』
が
書
か
れ
た
当
時
、
条
文
は
既
に
空
文
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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郭
松
義
氏
は
、
乾
隆
五
年
に
削
除
さ
れ
る
ま
で
は
、
こ
の
条
項
は
少
な
か
ら
ぬ
人
が
遵
守
し
て
い
た
と
し
て
、
理
学
家
張
履
祥
の
例
を
挙

げ
て
い
る
。
張
履
祥
は
、
正
妻
の
産
ん
だ
息
子
二
人
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
た
め
、
納
妾
を
薦
め
ら
れ
る
が
、
四
十
歳
前
だ
っ
た
た
め
肯

（
お
）

ん
ぜ
ず
、
順
治
七
年
（
一
六
五
O
）
に
四
十
歳
に
な
っ
て
は
じ
め
て
妾
を
納
れ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
張
履
祥
が
四
十
歳
に
な
る
前
に
、

納
妾
を
薦
め
た
者
が
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
条
項
が
広
く
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
逸
話
が
わ
ざ
わ
ざ
記
さ
れ
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
納
妾
が
上
流
階
級
の
み
な
ら
ず
、
庶
民
に
も
広
く
薦
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
順
治
十
三
、
四
年
（
一
六
五
六
、
五
七
）
頃
に
成

（
担
）

立
し
た
と
さ
れ
る
女
訓
書
『
新
婦
譜
」
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
著
者
の
陸
折
が
娘
の
嫁
入
り
に
際
し
て
贈
っ
た
も
の
と
い

（
お
）

う
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

風
雅
の
人
は
、
そ
の
う
え
血
気
が
さ
だ
ま
ら
な
い
。
と
か
く
廓
遊
び
を
し
た
り
、
蝉
妾
を
置
い
た
り
買
っ
た
り
す
る
。
た
だ
そ
の
人

が
学
聞
が
で
き
、
詩
文
も
う
ま
く
作
り
こ
な
せ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
才
子
の
ふ
る
ま
い
だ
か
ら
、
気
に
病
む
に
は
あ
た
ら
ぬ
の

だ
。
〔
：
：
：
〕
格
の
ち
が
っ
た
夫
た
ち
、
学
問
を
仕
事
と
せ
ぬ
者
た
ち
の
中
に
は
、
あ
る
い
は
家
で
営
業
に
あ
た
り
、
あ
る
い
は
遠
く

外
に
出
て
商
売
を
す
る
者
も
い
る
が
、
〔
：
：
：
〕
も
し
小
間
使
い
を
妾
に
な
お
し
、
妾
を
買
い
こ
ん
だ
り
し
て
も
、
と
も
に
赦
し
て
あ

げ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
妾
た
ち
を
礼
を
つ
く
し
て
面
倒
を
見
て
や
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
出
来
た
優
し
い
女
だ
と
褒
め
ら
れ
る
の

（
お
）

だ
。
貧
し
い
家
で
妾
を
い
た
わ
り
、
と
も
に
安
ん
じ
て
暮
ら
す
の
は
と
り
わ
け
婦
徳
の
証
し
と
な
る
の
だ
。
（
「
敬
丈
夫
」
六
）

こ
こ
で
は
夫
の
身
分
の
高
低
、
富
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
妾
を
認
め
る
こ
と
を
婦
徳
と
し
て
勧
め
る
ば
か
り
で
、
年
齢
や
嫡
子
の
有

無
ー
ー
「
民
四
十
以
上
無
子
者
」
に
限
る
と
い
う
条
項
ー
ー
に
関
し
て
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
山
崎
純
一
氏
は
こ
の
部
分
に
つ
い

て
、
「
家
系
の
存
続
と
い
う
道
義
を
理
由
に
畜
妾
の
必
要
を
説
か
ず
、
男
性
の
性
衝
動
を
当
然
視
す
る
点
は
男
性
撰
者
の
偽
ら
ぬ
心
情
を
語
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（
幻
）

っ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
納
妾
は
こ
の
時
期
既
に
、
男
性
側
が
望
み
さ
え
す
れ
ば
、
世

間
一
般
で
は
認
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
乾
隆
五
年
（
一
七
四

O
）
に
こ
の
条
項
が
削
除
さ
れ
た
の
も
、
お

そ
ら
く
空
文
化
し
て
久
し
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
『
醒
世
姻
縁
伝
』
が
書
か
れ
た
明
末
清
初
に
お
い
て
、
納
妾
の
底
辺
は
、
法
律
の
許
す
範
囲
を
超
え
て
広
が

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

四

さ
て
、
前
章
で
明
末
清
初
に
お
い
て
納
妾
の
底
辺
が
拡
大
し
た
と
述
べ
た
が
、
で
は
そ
の
当
時
、
妻
妾
聞
の
関
係
に
変
化
は
み
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

一
夫
一
妻
多
妾
制
度
下
で
は
夫
を
頂
点
に
正
妻
、
妾
、
更
に
そ
の
下
に
侍
女
が
置
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
女
性
同
士
が
嫉
妬

し
あ
う
関
係
に
つ
い
て
、
李
新
燦
氏
は
、
「
1

、
正
妻
が
妾
を
嫉
妬
す
る
」
「
2

、
正
妻
や
妾
が
侍
女
を
嫉
妬
す
る
」
「
3

、
妾
が
妾
を
嫉
妬

す
る
」
「
4

、
侍
女
が
侍
女
を
嫉
妬
す
る
」
「
5

、
侍
女
が
妾
を
嫉
妬
す
る
・
侍
女
や
妾
が
正
妻
を
嫉
妬
す
る
」
と
い
う
五
つ
の
パ
タ
ー
ン
に

分
類
し
、
五
つ
目
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
述
し
た
（
1
1
4

ま
で
の
）
嫉
妬
の
現
象
が
、
地
位
の
高
い
女
性
が
地
位
の
低
い
女
性
に
嫉
妬
す
る
、
ま
た
地
位
が
同
等
の
女
性

間
で
の
嫉
妬
だ
と
総
括
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
地
位
が
高
い
女
性
が
、
地
位
の
低
い
女
性
を
嫉
妬
す
る
と

同
時
に
、
地
位
の
低
い
女
性
も
地
位
の
高
い
女
性
を
嫉
妬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
：
：
：
〕
も
ち
ろ
ん
地
位
が
高
い
女
性
の
、
地
位
が

低
い
女
性
に
対
す
る
嫉
妬
と
、
地
位
が
低
い
女
性
の
、
地
位
が
高
い
女
性
へ
の
嫉
妬
に
は
相
違
が
あ
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
前
者
は
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主
に
「
嫉
妬
」
、
後
者
は
「
妬
み
」
と
表
現
で
き
る
。
ま
た
、
前
者
は
比
較
的
公
然
と
な
さ
れ
、
後
者
は
比
較
的
密
か
に
な
さ
れ
る
。

（
沼
）

前
者
は
危
害
が
比
較
的
大
き
く
、
後
者
は
比
較
的
小
さ
い
。

李
氏
は
こ
こ
で
「
侍
女
や
妾
の
正
妻
に
対
す
る
嫉
妬
」
は
「
密
か
」
に
行
わ
れ
、
そ
の
危
害
の
程
度
は
「
比
較
的
小
さ
い
」
と
し
て
い

る
。
確
か
に
、
一
般
的
に
は
そ
の
よ
う
な
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
末
清
初
の
こ
の
時
期
、
そ
う
い
っ
た
関
係
に
も
変
化
が
現
れ

（
却
）

始
め
た
こ
と
は
、
計
氏
と
珍
寄
の
事
例
か
ら
も
窺
え
る
だ
ろ
う
。
珍
寄
は
計
氏
に
公
然
と
対
抗
意
識
を
表
す
。
晃
源
も
ま
た
、
計
氏
に
気
を

遣
う
部
分
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
珍
寄
の
そ
う
い
っ
た
態
度
を
積
極
的
に
正
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
高
四
捜
の
拠
っ
て
立
つ
「
正
妻

の
利
益
が
侵
犯
さ
れ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
夫
の
心
が
他
に
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
原
則
は
、
夫
と
妾
双
方
が
妻
妾
の
序
列
を
最
低

限
認
識
し
て
こ
そ
、
二
重
基
準
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
内
側
か
ら
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、

次
の
場
面
に
も
現
れ
て
い
る
。

第
八
回
で
珍
寄
は
、
晃
夫
人
が
計
氏
へ
た
く
さ
ん
の
品
物
を
送
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
際
の
言
伝
の
内
容
を
、
召
使
い
か
ら
尾
鰭
を
付
け
て

聞
か
さ
れ
る
。
彼
女
は
自
分
が
通
州
で
晃
夫
妻
と
対
面
し
た
と
き
の
状
況
と
引
き
比
べ
、
腹
を
立
て
る
。

「
全
く
訳
も
な
く
騒
ぐ
奴
だ
な
！
俺
た
ち
に
は
何
だ
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
？
お
袋
が
あ
い
つ
に
あ
れ
っ
ぽ
っ
ち
の
物
を
言
付
け
た
か
ら

っ
て
、
欲
張
り
者
め
！
」

「
私
は
物
が
欲
し
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
、
腹
が
立
っ
て
い
る
の
よ
！
（
通
州
で
お
会
い
し
た
と
き
）
私
は
何
度
も
何
度
も
叩
頭
し
た
の

に
、
お
義
父
さ
ん
お
義
母
さ
ん
お
二
人
で
、
ど
う
し
て
私
に
は
二
両
、
投
げ
て
よ
こ
す
だ
け
な
の
？

あ
の
頃
暖
か
く
な
っ
て
き
て
た

ん
だ
か
ら
、
窓
に
張
る
紗
を
二
匹
添
え
て
で
も
く
れ
れ
ば
、
奉
公
人
た
ち
の
手
前
、
ま
だ
格
好
が
つ
い
た
の
よ
。
あ
い
つ
は
家
に
い
た

（
却
）

の
に
、
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
物
を
言
付
け
た
り
し
て
：
：
：
」
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家
庭
内
で
い
く
ら
計
氏
と
珍
寄
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
た
と
し
て
も
、
社
会
的
に
は
珍
寄
は
息
子
の
妾
に
過
ぎ
な
い
。
身
分
差
か
ら
言

（
幻
）

え
ば
、
正
式
な
嫁
で
あ
る
計
氏
と
対
応
が
異
な
っ
て
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
に
生
き
る
私
達
よ
り
、
当
時
の
社
会
に
生
き
た
珍
寄
の

方
が
良
く
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は
、
実
際
に
晃
源
に
付
い
て
行
き
、
あ
い
さ
つ
も
し
た
私
が
、
山

東
の
家
に
置
き
捨
て
ら
れ
て
い
た
計
氏
と
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
対
応
に
差
が
あ
る
の
か
ー
ー
と
訴
え
る
。
こ
こ
で
の
珍
寄
は
、
正
妻
へ
の
嫉
妬

を
露
わ
に
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ま
る
で
正
妻
の
計
氏
と
自
分
と
の
身
分
差
に
つ
い
て
、
納
得
が
い
か
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

晃
源
に
は
、
こ
の
珍
寄
の
腹
立
ち
が
理
解
で
き
て
い
な
い
。
晃
源
が
珍
寄
の
地
位
を
計
氏
と
並
べ
よ
う
が
引
き
上
げ
よ
う
が
、
彼
女
た
ち

の
上
に
立
つ
夫
と
し
て
の
立
場
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
じ
女
性
で
あ
る
晃
夫
人
に
と
っ
て
は
、
珍
豆
町
の
態
度
は
承
服
で

き
な
い
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
女
は
妻
妾
の
身
分
差
を
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
珍
帯
に
見
せ
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
計

氏
の
死
後
、
珍
帯
は
同
じ
よ
う
に
、
向
性
か
ら
序
列
を
乱
す
な
と
示
さ
れ
る
。
第
十
一
回
で
、
珍
寄
が
美
々
し
く
着
飾
っ
て
、
晃
家
の
親
戚

へ
弔
問
に
出
か
け
た
場
面
で
あ
る
。

孔
挙
人
の
奥
方
は
急
い
で
迎
え
に
出
て
来
た
が
、
珍
寄
だ
と
見
て
取
る
と
、
足
を
引
っ
込
め
、
前
に
進
も
う
と
し
な
い
。
珍
寄
が
目

の
前
に
来
て
、
霊
前
で
お
辞
儀
を
す
る
と
、
悠
々
と
し
た
態
度
で
暖
昧
に
礼
ら
し
き
も
の
を
述
べ
、
仕
方
が
な
い
の
で
渋
々
席
に
着
か

せ
茶
を
勧
め
た
。
孔
夫
人
は
一
言
っ
た
「
晃
の
奥
様
が
い
ら
し
た
っ
て
い
う
か
ら
、
晃
家
で
は
い
つ
後
添
い
を
安
ら
れ
た
の
か
し
ら
、
こ

ん
な
に
（
正
妻
の
計
氏
が
亡
く
な
っ
て
）
す
ぐ
晃
夫
人
だ
な
ん
て
、
と
不
思
議
だ
っ
た
の
だ
け
ど
、
あ
な
た
だ
っ
た
と
は
ね
。
ま
さ
か

正
妻
に
直
し
て
も
ら
っ
た
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
？
私
、
お
宅
の
た
め
を
思
い
ま
す
と
、
や
っ
ぱ
り
別
に
ち
ゃ
ん
と
し
た

奥
様
を
安
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
の
方
が
私
た
ち
親
戚
の
者
と
し
て
も
お
付
き
合
い
し
や
す
い
で
す
し
ね
」
話
を
し
て
い
る
折

し
も
、
太
鼓
が
二
度
鳴
っ
て
、
婦
人
の
弔
問
客
の
到
着
を
知
ら
せ
た
。
孔
夫
人
は
「
は
っ
き
り
見
る
の
よ
！
ま
た

H

晃
の
奥
様
H
が
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（
担
）

お
出
で
だ
な
ん
て
や
め
て
お
く
れ
！
」
と
言
い
つ
け
る
が
、
口
で
は
そ
う
言
い
な
が
ら
、
身
体
は
も
う
表
に
向
か
っ
て
走
り
出
て
い
た
。

孔
夫
人
は
、
訪
れ
た
粛
夫
人
一
行
に
対
し
、
珍
寄
の
時
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
た
丁
寧
な
応
対
を
す
る
。
珍
寄
は
い
た
た
ま
れ
ず
に
帰
宅
し

「
人
の
お
妾
さ
ん
に
な
る
の
が
こ
ん
な
に
も
惨
め
な
こ
と
な
ら
、
や
っ
ぱ
り
昔
の
商
売
を
し
て
（
客
を
と
っ
て
）
い
た
方
が
愉
快
だ
っ
た
わ
」

と
嘆
く
。
こ
の
時
、
女
中
が
「
珍
嬢
」
と
呼
び
か
け
た
こ
と
か
ら
、
怒
り
が
爆
発
す
る
。

担
T
，
、
美
三
軍

「
：
：
：
呼
ぶ
ん
だ
っ
た
らP
妨
妨
d

と
お
呼
び
！
〔
：
：
：
〕
前
は
あ
の
く
た
ば
り
淫
婦
が
ま
だ
生
き
て
た
か
ら
、
お
前
が
私
の
こ
と

お
め
か
け
さ
ん

を
で
た
ら
め
に
つ
嬢

H

と
）
呼
ん
だ
っ
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。
で
も
、
今
は
も
う
あ
い
つ
は
い
な
い
の
に
、
ま
だ
庁
珍
嬢

う
ち
の
淫
売
女
中
た
ち
が
私
の
こ
と
人
間
扱
い
し
て
く
れ
な
い
の
だ
も
の
、
ほ
か
の
人
た
ち
が
私
を
見
下

（
お
）

げ
る
の
も
無
理
な
い
わ
ね
！
：
：
：
」

珍
嬢
H

っ
て
呼
ぶ
の
？

珍
寄
は
二
人
の
向
性
か
ら
続
け
て
（
女
中
の
方
は
無
意
識
に
と
は
い
え
）
、
実
質
的
に
は
正
妻
然
と
し
て
振
る
舞
っ
て
も
、
身
分
は
ま
だ

-53-

妾
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
珍
寄
の
意
識
と
周
囲
の
社
会
的
な
認
識
に
は
ず
れ
が
あ
り
、
そ
の
ず
れ
が
珍
寄
を
苛
立
た
せ
、

孔
夫
人
を
も
不
愉
快
に
さ
せ
て
い
る
。
珍
奇
が
帰
っ
た
後
、
彼
女
は
腹
立
ち
が
収
ま
ら
ず
、
粛
夫
人
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
晃
家
の
や
り
方
は
ま
と
も
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
き
ち
ん
と
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
奥
様
を
喪
っ
て
、
そ
の
方
に
外
に
出
て
お
付
き
合

い
さ
せ
、
家
事
を
切
り
盛
り
さ
せ
る
も
の
で
し
ょ
。
あ
の
女
は
家
に
置
い
と
い
て
、
人
形
芝
居
み
た
い
に
夫
婦
ご
っ
こ
さ
せ
て
お
け
ば

い
い
の
に
、
わ
け
も
な
く
表
に
出
し
て
何
を
や
ら
せ
よ
う
っ
て
い
う
の
か
し
ら
！
相
手
に
し
な
い
の
も
良
く
な
い
し
、
相
手
す
る
の
も

良
く
な
い
で
し
ょ
う
：
：
：
」

粛
夫
人
が
言
っ
た
「
：
：
：
あ
の
人
は
お
悔
や
み
に
来
た
の
だ
か
ら
、
彼
女
の
身
分
に
関
係
な
く
、
ほ
か
の
人
と
同
じ
よ
う
に
対
応
す(190) 

る
べ
き
で
す
よ
。
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
（
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
孔
家
の
）
ご
老
人
の
お
顔
を
立
て
て
、
と
い
う
こ
と
で
、
も
ち
ろ



（
担
）

ん
彼
女
の
た
め
っ
て
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
よ
」

粛
夫
人
の
態
度
は
穏
や
か
だ
が
、
実
際
は
、
孔
夫
人
以
上
に
珍
寄
を
下
位
の
者
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一
方
、
孔
夫
人
は
腹
立
ち
を
隠
せ
な
い
。
「
珍
寄
は
家
に
置
い
て
お
い
て
：
：
：
」
の
科
白
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
女
も
ま
た
「
正
妻
の

利
益
が
侵
犯
さ
れ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
夫
の
心
が
他
に
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
二
重
基
準
を
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を

珍
寄
に
や
す
や
す
と
踏
み
越
え
ら
れ
る
と
、
彼
女
に
は
な
す
術
が
な
い
。
勝
手
に
序
列
を
乱
さ
れ
て
も
、
実
際
彼
女
に
で
き
る
こ
と
は
嫌
味

を
言
う
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
正
妻
の
自
分
が
妾
の
相
手
を
す
れ
ば
、
自
分
の
身
分
を
下
げ
、
相
手
の
身
分
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
し
か
し
珍
寄
が
弔
問
に
来
れ
ば
、

一
応
相
手
を
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
孔
夫
人
の
批
判
の
矛
先
は
、
珍
豆
町

を
し
っ
か
り
管
理
す
る
べ
き
だ
と
し
て
、
晃
源
に
向
け
ら
れ
る
。

序
列
を
踏
み
越
え
よ
う
と
す
る
妾
た
ち
の
出
現
は
、
法
律
に
抵
触
す
る
こ
と
を
無
視
し
た
納
妾
の
拡
大
に
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
納
妾

を
婦
徳
と
し
て
奨
励
す
る
風
潮
の
中
で
、
正
妻
た
ち
に
そ
れ
を
止
め
る
術
は
な
い
。
形
骸
化
さ
れ
た
序
列
に
固
執
し
て
も
、
そ
れ
は
夫
の
態

度
如
何
で
あ
っ
け
な
く
崩
さ
れ
て
し
ま
う
。
計
氏
の
自
殺
は
、
夫
の
放
縦
、
妾
の
台
頭
｜
｜
そ
れ
ら
を
容
認
す
る
明
末
清
初
の
社
会
が
生
み

だ
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

明
末
清
初
の
社
会
に
お
い
て
、
正
妻
の
地
位
は
法
律
で
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
安
泰
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
逆
に
、
序
列
を
守
る
た
め

の
法
律
が
、
法
の
許
す
範
囲
を
超
え
た
納
妾
の
拡
大
を
助
長
す
る
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
招
い
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
増
加
し
た
で
あ
ろ

う
妻
妾
の
確
執
は
、
時
に
悲
劇
を
生
み
だ
す
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
正
妻
に
と
っ
て
緊
張
に
満
ち
た
状
況
が
、
惇
婦
を
生
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み
だ
す
土
壌
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

恐
妻
・
惇
婦
の
問
題
に
関
し
て
は
、
後
継
者
問
題
な
ど
、
こ
の
他
に
も
尚
多
く
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
『
醒
世
姻
縁
伝
』
に
描
か
れ
た

別
の
妻
妾
た
ち
の
場
合
と
合
わ
せ
、
今
後
の
課
題
と
し
て
考
察
を
続
け
て
い
き
た
い
。

注
(1
) 

拙
稿
「
『
醒
世
姻
縁
伝
」
研
究
序
説
｜
作
者
と
成
書
年
代
を
中
心
にl
」
『
義
文
研
究
」
第
七
四
号
、
一
九
九
八
年
、
参
照
。
ま
た
、
都
宗
良

氏
は
、
明
の
崇
禎
十
一
年
（
一
六
三
人
）
年
頃
に
創
作
が
開
始
さ
れ
、
清
の
順
治
五
年
（
一
六
四
八
）
頃
に
完
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推

論
す
る
。
（
「
『
醒
世
姻
縁
惇
』
的
歴
史
地
位
輿
寓
作
年
代
上
下
限
的
推
考
」
『
醒
世
姻
縁
惇
」
（
上
下
冊
）
三
民
書
局
、
二
O
O
O
年
二
月
、

台
北
、
下
冊
、
附
録
。
）

郷
宗
良
、
注
（
1

）
前
掲
論
文
、
二
三
ハ
五
i

一
三
七
六
頁
参
照
。

大
塚
秀
高
「
憧
内
文
学
の
流
れ
｜
小
青
伝
を
論
じ
て
李
漁
に
及
ぶ
｜
」
「
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
養
学
部
）
』
第
二
五
巻
、
一
九
八
九
年
、
一
O

八
頁
。
林
保
淳
「
「
炉
婦
」
輿
明
清
小
説
｜
一
場
男
人
輿
女
人
的
戦
争
」
『
第
二
届
明
清
之
際
中
園
文
化
的
轄
費
輿
延
績
撃
術
研
討
曾
論
文

集
」
文
史
哲
出
版
社
、
一
九
九
三
年
六
月
、
台
北
、
九
四
頁
。
巧

F
4
8
ロ
P
A
d
o
E
S
E
－g

え
冨
包
区
間
百
・
向
島
守
醤
湾
当
巧
言2
8

島

国
g
R
Z
2
5
v
g

含
E
3
2
5

ロ
昏
・9
5

弓
わ
窓
口3
z
z
g

言
、
－
害
容
さ
。
、
弘
、
。
段
、
き
白
鳥
、
母
宮
崎
符
均
ミ

S

・
〈
。
－
－
品
∞
－

z
。
・
N
・

］
｛
也
∞
∞
・
司
・

ω
。
。
・

4
2
5
4

『
ロ
氏
は
、
文
人
た
ち
は
恐
妻
を
扱
っ
た
物
語
の
結
末
に
お
け
る
妬
婦
の
改
心
を
、
儒
教
に
よ
る
異
民
族
の
教
化
に
な
ぞ
ら
え
て
、

異
民
族
支
配
に
よ
る
自
身
の
不
安
を
緩
和
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
巧F
5
5
P
A
白
雪
己
R

位
。
弓
・
同
ぜE
S
8
3
a
a

ふ
さ
と

E
a

、
S
E
H

と
ミ
ミ
ミ
♀
凡
さ
・
5
5

・Z
2
5

持
一
円
。
白
色
白
昆
5
2
S
開
皇
室
”

p
・0
唄
g

・
5
8
・2

・

明
代
の
法
典
『
大
明
律
」
は
洪
武
三
十
年
（
一
三
九
七
）
に
正
式
に
頒
行
さ
れ
た
後
、
明
朝
が
滅
び
る
ま
で
の
ほ
ぼ
二
五0
年
間
、
律
文
が

改
訂
さ
れ
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
た
。
ま
た
、
続
く
清
代
、
順
治
四
年
（
一
六
四
七
）
に
ま
ず
成
立
し
た
『
大
清
律
集
解
附
例
」
は
、
明

律
を
踏
襲
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
挙
げ
る
「
妻
妾
失
序
」
「
妻
妾
殴
夫
」
の
律
文
で
は
両
者
に
相
違
が
無
い
た
め
、
『
大
明
律
」

所
収
の
律
文
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
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ま
た
、
本
稿
で
の
『
大
明
律
』
、
『
問
刑
篠
例
』
の
引
用
は
『
大
明
律
集
解
附
例
」
（
蓋
湾
撃
生
書
局
、
一
九
七O
年
、
台
北
、
全
五
冊
、

明
高
暦
間
漸
江
官
刊
本
）
に
よ
る
。
句
点
は
主
と
し
て
『
大
明
律
』
（
懐
敷
鋒
結
校
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
北
京
）
に
従
い
、
解

釈
に
つ
い
て
は
「
讃
律
瑛
言
』
（
雷
夢
麟
（
嘉
靖
三
四
年
頃
在
世
）
著
、
懐
妓
鋒
・
李
俊
慰
校
法
律
出
版
社
、
二

O
O
O

年
、
北
京
）
及
び

『
高
瀬
喜
朴
著
大
明
律
例
諜
義
』
（
小
林
宏
、
高
塩
博
編
、
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）
も
参
考
に
し
た
。

『
問
刑
練
例
』
「
名
例
律
、
慮
議
者
犯
罪
繰
例
」
「
各
虞
親
王
妾
勝
、
許
奏
選
一
次
、
多
者
止
於
十
人
口
世
子
及
郡
王
額
妾
四
人
、
長
子
及
各

将
軍
額
妾
三
人
、
各
中
尉
額
妾
二
人
。
世
子
、
郡
王
選
婚
後
、
二
十
五
歳
、
嫡
配
無
出
、
許
選
妾
二
人
、
以
後
不
拘
嫡
庶
、
如
生
有
子
、
即

止
於
二
妾
。
至
三
十
歳
無
出
、
方
許
妻
足
四
妾
。
長
子
及
将
軍
、
中
尉
選
婚
後
、
三
十
歳
、
嫡
配
無
出
、
許
選
妾
一
人
。
以
後
不
拘
嫡
庶
、

知
生
有
子
、
即
止
於
一
妾
。
至
三
十
五
歳
無
出
、
長
子
、
勝
軍
方
許
妻
足
三
妾
、
中
尉
妻
足
二
妾
。
庶
人
四
十
以
上
無
子
、
許
選
安
一
妾
。
」

巻
第
六
「
戸
律
三
、
婚
姻
、
妻
妾
失
序
」
「
若
有
妻
更
妻
妻
者
、
亦
杖
九
十
、
離
異
。
」

『
讃
律
潰
言
」
巻
第
四
「
戸
律
一
、
戸
役
、
立
嫡
子
違
法
」
「
瑛
言
日
一
嫡
子
者
、
正
妻
所
生
之
子
也
。
凡
立
後
者
、
若
嫡
子
年
長
於
庶
子
、

不
待
言
。
難
庶
子
年
長
而
嫡
子
年
幼
、
猶
嘗
以
嫡
子
立
之
、
所
調
『
立
子
以
貴
不
以
長
』
也
一
若
同
為
嫡
子
、
則
嘗
以
其
長
者
立
之
、
所
謂

『
立
嫡
以
長
不
以
賢
』
也
、
此
立
嫡
子
之
法
也
。
」
（
『
讃
律
瑛
言
』
前
掲
書
、
一
二
二
頁
。
）
参
照
。

巻
第
六
「
戸
律
三
、
婚
姻
、
妻
妾
失
序
」
「
凡
以
妻
為
妾
者
、
杖
一
百
。
妻
在
、
以
妾
為
妻
者
、
杖
九
十
、
並
改
正
。
」

『
大
明
律
』
巻
第
二
十
「
刑
律
三
、
闘
殴
、
妻
妾
殴
夫
」
「
凡
妻
殿
夫
者
、
杖
一
百
、
〔
：
：
：
〕
。
歪
折
傷
以
上
、
各
加
凡
闘
傷
三
等
一
至
篤
疾

者
、
統
一
死
者
、
斬
一
故
殺
者
、
凌
遅
慮
死
。
若
妾
殴
夫
及
正
妻
者
、
又
各
加
一
等
。
〔
：
：
：
〕
其
夫
殴
妻
、
非
折
傷
、
勿
論
一
至
折
傷
以

上
、
滅
凡
人
二
等
。
〔
：
：
：
〕
至
死
者
、
絞
。
殴
傷
妾
至
折
傷
以
上
、
滅
殴
傷
妻
二
等
。
至
死
者
、
杖
一
百
、
徒
三
年
。
妻
殴
傷
妾
、
輿
夫

殴
妻
罪
問
。
」

本
稿
で
の
『
醒
世
姻
縁
伝
』
の
引
用
は
『
古
本
小
説
集
成
』
（
同
徳
堂
刊
本
影
印
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
所
収
本
に
よ
る
。
句
点
は
主
と
し

て
『
醒
世
姻
縁
惇
』
（
上
下
冊
）
（
三
民
書
局
、
二O
O
O

年
、
台
北
）
に
従
っ
た
。

「
晃
大
婚
、
体
是
伶
例
人
。
我
説
体
聴
、
体
倒
休
要
賭
集
。
要
不
掌
出
綱
紀
来
、
信
著
他
胡
行
乱
倣
、
就
不
成
個
人
家
。
〔
：
：
：
〕
俺
家
裡

那
個
、
常
時
過
好
日
子
時
節
、
有
衣
裳
僅
著
教
他
札
括
、
我
一
一
嘱
也
不
嘆
。
他
待
和
他
睡
覚
、
濃
他
一
夜
雨
夜
、
就
是
十
来
宿
、
我
也
知
不

道
甚
是
争
鋒
吃
酷
。
要
是
去
風
撒
脚
、
妄
作
妄
篤
、
忘
八
淫
婦
我
可
也
都
不
鏡
。
」

陳
翠
英
『
世
情
小
説
之
債
値
観
探
論
l

以
婚
姻
為
定
位
的
考
察
』
国
立
台
湾
大
学
文
学
院
、

(6
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、
台
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、
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（
日
）
『
醒
世
姻
縁
伝
』
第
三
回
の
珍
寄
の
科
白
に
「
這
可
是
西
門
慶
家
潜
金
蓮
説
的
l

「
三
篠
腿
的
塘
希
牢
、
雨
練
腿
的
騒
居
老
婆
要
千
取

高
！
』
」
と
あ
る
。
ま
た
『
金
瓶
梅
』
第
八
七
回
に
「
三
隻
塘
没
慮
尋
、
雨
脚
老
婆
愁
那
裏
尋
不
出
来
！
」
と
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
（
盛
偉
「
『
金
瓶
梅
』
対
蒲
松
齢
創
作
的
影
響
」
王
平
、
李
志
剛
、
張
廷
興
編
『
金
瓶
梅
文
化
研
究
』
中
国
文
聯
出
版
社
、
一
九
九
九

年
、
四
O
三
頁
）
こ
れ
は
金
蓮
の
科
白
で
は
な
く
、
王
婆
か
ら
金
蓮
を
買
い
取
ろ
う
と
し
た
周
守
備
の
執
事
が
、
金
蓮
の
値
段
の
高
き
に
腹

を
立
て
て
言
う
科
白
で
あ
る
。
し
か
し
「
金
瓶
梅
』
が
『
醒
世
姻
縁
伝
』
に
先
行
し
て
現
れ
、
作
者
が
目
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
。
「
金
瓶
梅
』
の
成
立
年
代
に
関
し
て
は
嘉
靖
説
、
万
暦
説
等
が
あ
り
、
未
だ
確
定
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
万
暦
、
崇
禎
年
間
に
既
に
刊

行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
呉
月
娘
の
姿
に
関
し
て
は
、
日
下
翠
『
金
瓶
梅

l

天
下
第
一
の
奇
書
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
、
八
九
1

一
O
O
頁
参

照
。

卸
説
計
氏
在
後
院
裡
領
了
幾
個
原
使
的
Y

髪
、
幾
個
奮
目
的
養
娘
、
自
己
孤
伶
行
濁
慮
。
到
了
年
節
、
計
氏
又
不
下
集
問
晃
大
舎
去
要
東

西
、
晃
大
舎
亦
不
曽
送
一
些
過
年
的
物
件
到
計
氏
後
遺
、
真
是
一
無
所
有
。
這
些
蝉
女
婆
娘
見
了
前
遁
珍
寄
院
内
高
分
熱
閥
、
後
遺
計
氏
一

勝
主
僕
連
個
鱒
鱗
皮
、
扇
食
遁
、
夢
也
不
曽
夢
見
、
突
喪
著
個
験
、
敢
萌
産
、
捧
馬
杓
、
長
時
短
気
、
彼
此
埋
怨
。

「
没
廉
恥
的
淫
婦
！
体
頂
著
我
的
天
、
鹿
著
我
的
地
、
佑
著
我
的
漢
子
、
倒
賞
我
東
西
過
節
！
這
不
是
鼻
沸
往
上
流
的
事
底
！
」

大
叔
既
房
裡
安
了
人
、
這
也
是
人
家
常
事
、
嘗
初
侭
大
婚
原
該
自
己
掌
出
主
意
、
立
定
不
肯
、
大
叔
也
只
得
罷
了
、
原
不
該
流
和
心
性
、
軽

易
依
他
。
線
然
就
是
尋
妾
、
也
只
尋
清
門
静
戸
人
家
女
児
才
是
、
忽
底
尋
個
登
華
的
戯
子
老
婆
？
斬
眉
多
竣
眼
的
、
甚
是
不
成
模
様
。
但
既

生
米
倣
成
了
熟
飯
、
「
豆
腐
弔
在
灰
寓
裡
」
、
体
可
吹
的
、
体
可
弾
的
。
只
得
自
寛
自
解
、
大
量
著
些
、
休
要
没
要
緊
生
気
。
凡
百
忍
耐
、
等

我
到
家
自
然
有
慮
。

「
大
明
律
』
巻
第
六
、
「
戸
律
一
二
、
婚
姻
、
出
妻
」
「
凡
妻
無
慮
出
及
義
絶
之
状
而
出
之
者
、
杖
八
十
。
難
犯
七
出
、
有
三
不
去
而
出
之
者
、

減
二
等
、
追
還
完
来
。
」
「
大
明
令
」
「
戸
令
」
「
凡
妻
犯
七
出
之
状
、
有
三
不
去
之
理
、
不
得
統
棄
。
犯
姦
者
、
不
在
此
限
。
七
出
一
無
子
、

淫
侠
、
不
事
男
姑
、
多
言
、
盗
稿
、
妬
忌
、
悪
疾
。
三
不
去
一
興
更
三
年
喪
、
前
貧
賎
後
富
貴
、
有
所
妾
無
所
蹄
。
」
（
「
大
明
律
』
前
掲
書
、

二
四
二
頁
。
）

夫
の
両
親
の
意
向
に
よ
り
、
離
婚
が
強
制
さ
れ
た
り
、
逆
に
離
婚
が
許
き
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
陳
鵬
『
中
国
婚
姻
史
稿
』
中
華
書
局
、

一
九
九
O
年
、
北
京
、
六
0
0
1

六
O
二
頁
。
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（
初
）

（
幻
）

（
勾
）

「
：
：
：
誰
説
委
妾
妻
娼
的
没
有
？
佃
也
有
上
下
之
分
、
嫡
庶
之
別
。
難
道
就
大
小
易
位
、
冠
履
倒
置
？
」

巻
第
六
「
戸
律
三
、
婚
姻
、
妻
妾
失
序
」
「
其
民
年
四
十
以
上
無
子
者
、
方
許
妻
妾
。
違
者
答
四
十
。
」

巻
第
六
「
戸
律
、
婚
姻
、
妻
妾
失
序
」
「
若
四
十
以
上
而
有
子
、
及
推
無
子
而
年
末
四
十
、
違
律
委
妾
者
、
答
四
十
。
蓋
更
妻
妻
者
、
是
匹

嫡
而
違
律
。
妻
妾
於
分
、
猶
無
妨
也
。
故
止
坐
以
答
耳
。
律
不
言
離
異
、
何
聴
為
妾
、
重
無
後
也
。
」

郭
松
義
「
倫
理
与
生
活
l

清
代
的
婚
姻
関
係
』
商
務
印
書
館
、
二
O
O
O

年
、
北
京
、
三
五
二
｜
三
五
三
頁
。

山
崎
純
一
『
教
育
か
ら
み
た
中
国
女
性
史
資
料
の
研
究i

『
女
図
書
』
と
『
新
婦
譜
』
三
部
書
｜
』
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
、
三
八
九
頁

参
照
。

「
新
婦
譜
』
序
文
に
「
今
丙
申
七
月
、
倉
卒
遣
女
。
粛
然
無
勝
。
因
作
新
婦
譜
贈
之
」
と
あ
る
（
「
新
婦
譜
』
の
引
用
は
『
香
艶
叢
書
』
人
民

文
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
所
収
本
に
よ
り
、
句
点
は
山
崎
前
掲
書
に
従
っ
た
。
以
下
同
様
）
。

訳
文
は
山
崎
前
掲
書
、
山
崎
純
一
訳
に
よ
っ
た
。
「
風
雅
之
人
、
又
加
血
気
未
定
。
往
往
遊
意
倍
模
、
置
買
蝉
妾
、
只
要
他
曾
讃
書
、
曾
倣

文
章
、
使
是
才
子
邸
中
動
、
不
足
潟
累
也
口
〔
：
：
：
〕
有
等
丈
夫
、
不
事
儒
業
者
、
戒
居
家
築
運
、
出
外
経
商
、
〔
：
：
：
〕
若
妻
鱒
買
妾
、
倶
宜

聴
従
。
待
之
有
種
、
方
稀
賢
淑
。
貧
家
能
撫
卸
相
安
、
尤
徴
婦
徳
。
」

山
崎
前
掲
書
、
十
七
頁
。

李
新
燦
『
女
性
主
義
観
照
下
的
他
者
世
界
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二OO
一
年
、
北
京
、
一
四
五
頁
。

林
保
淳
氏
も
、
明
末
清
初
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
は
正
妻
の
権
利
と
さ
れ
て
い
た
嫉
妬
を
、
妾
も
正
妻
に
対
し
て
表
す
よ
う
に
な
っ
て
き

た
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
林
保
淳
前
掲
論
文
、
九
九
頁
）
。
た
だ
し
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
増
え
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
具
体

的
に
論
じ
て
い
な
い
。

「
体
好
没
要
緊
！
借
甚
麿
東
西
没
有
？
娘
捕
了
這
貼
子
東
西
輿
他
、
侭
就
希
牢
的
慌
了
！
」
「
我
不
矯
東
西
、
只
鶏
一
口
集
。
忽
底
我
四

隻
八
拝
的
櫨
了
一
頓
頭
、
公
母
雨
個
鯵
著
掌
出
二
爾
銀
来
去
己
人
？
那
天
又
暖
和
了
、
侭
把
那
糊
箇
戸
的
揖
紗
著
上
ニ
疋
、
叫
下
人
看
著

也
還
有
種
面
。
如
今
人
在
家
裡
、
捕
這
伺
些
東
西
輿
他
！
：
：
：
」

例
え
ば
服
喪
期
間
に
つ
い
て
も
、
嫡
子
の
嫁
に
対
し
て
は
斉
衰
一
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、
嫡
子
の
妾
の
喪
に
つ
い
て
は
何
の
規
定
も
な
い
。

（
『
大
明
律
」
「
服
制
」
参
照
）

孔
畢
人
娘
子
忙
忙
的
接
出
来
、
認
得
是
珍
豆
町
、
使
縮
住
了
脚
、
不
往
前
走
。
等
珍
寄
走
到
眼
前
、
往
霊
前
行
過
了
種
、
孔
皐
人
娘
子
大
落
落
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（
お
）

待
謝
不
謝
的
謝
了
一
謝
、
也
只
得
勉
強
譲
坐
喫
茶
。
孔
皐
人
娘
子
道
一
「
人
報
説
晃
大
妨
妨
来
了
、
叫
我
心
裡
疑
惑
、
道
『
晃
親
家
是
幾
時

績
妻
了
親
家
婆
、
忽
底
就
有
了
晃
妨
妨
了
？
』
原
来
可
是
侭
！
没
的
是
扶
過
堂
屋
了
！
我
替
晃
親
家
算
計
、
還
該
男
妾
個
正
経
親
家
婆
、

親
家
伺
好
相
慮
。
」
正
説
中
間
、
只
見
又
是
雨
下
鼓
、
報
是
堂
客
吊
孝
。
孔
皐
人
娘
子
都
民
放
道
一
「
看
真
著
脆
一
丁
休
得
又
是
晃
妨
妨
来
了
！
」

孔
皐
人
娘
子
難
口
裡
説
著
、
身
子
往
外
飛
飽
的
迎
接
。

「
：
：
：
飾
待
叫
、
就
叫
聾
『
妨
妨
』
！
〔
：
：
：
〕
常
時
還
説
有
那
死
材
私
案
子
哩
、
体
胡
叫
蹴
叫
的
罷
了
一
・
如
今
那
死
材
私
案
子
己
是
没
了
、

還
是
『
珍
嬢
』
「
珍
嬢
』
的
！
自
家
奴
才
淫
婦
掌
著
我
不
嘗
人
、
忽
底
叫
別
人
不
都
賎
我
1

：
・
：
：
」

「
晃
親
家
没
正
経
！
体
老
本
本
等
等
男
妾
個
正
経
親
家
婆
、
叫
他
出
来
随
人
情
、
嘗
家
理
紀
的
。
留
著
他
在
家
裡
提
偶
戯
、
弄
魂
偏
罷
了
、

没
的
叫
他
出
来
倣
甚
底
！
叫
人
家
低
了
不
是
、
高
了
不
是
：
：
：
」
粛
夫
人
道
一
「
：
：
：
人
為
借
家
来
、
休
管
他
貴
賎
、
一
例
待
了
他
去
。
這

是
為
借
家
老
的
例
、
没
的
為
他
哩
！
」

（
斜
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
二
O
O

一
年
度
華
文
学
会
研
究
発
表
会
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。
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